
木津川市保育所等紙おむつ納入等業務仕様書 

 

 

１ 目的 

   「木津川市保育所等紙おむつ納入等業務」を実施するにあたり、本仕様書

において当該業務に関する内容を定める。 

 

２ 業務期間 

   契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 納入内容 

   乳幼児用紙おむつ及びおしりふきを市内の保育所・認定こども園等（以下

「保育所等」という。）の注文内容に応じて納入する 

   紙おむつの規格は、Ｓサイズ・Ｍサイズ・Ｌサイズ・ＢＩＧサイズ・ＢＩ

Ｇサイズよりも大きいサイズの５種類とし、Ｓサイズ及びＭサイズについ

ては、テープタイプ及びパンツタイプを希望に応じて納入する。 

   おしりふきの規格は、水分を十分に含み、密閉できる厚手のもので、香料

及びアルコールを含まないものとする。 

 

４ 紙おむつ等の納入先 

 施設名 所在地 

１ 木津保育園 木津川市木津白口６５番地 

２ 木津保育園分園 木津川市州見台１丁目１番地１ 

（ガーデンモール木津川内） 

３ 相楽保育園 木津川市相楽片田５番地 

４ 清水保育園 木津川市木津清水１２３番地２ 

５ 相楽台保育園 木津川市相楽台２丁目１１番地 

６ 南加茂台保育園 木津川市南加茂台３丁目２番地 

７ いづみこども園 木津川市加茂町里西鳥口９５番地 

８ やましろこども園 木津川市山城町北河原古屋敷４１番地１ 

９ 愛光兜台こども園 木津川市兜台５丁目１番地７ 

10 梅美台こども園 木津川市梅美台１丁目１０番地 

11 愛光こども園 木津川市木津清水７４番地７ 

12 州見台さくら 木津川市州見台１丁目３３番地１ 

13 なごみこども園 木津川市梅美台１丁目８番地 

14 愛光みのりこども園 木津川市城山台７丁目５番地 



15 木津さくらの森 木津川市相楽台４丁目２番地５ 

16 藍咲学園 木津川市木津川台５丁目４番地５ 

17 木津川台 木津川市木津川台３丁目６番地１ 

18 キティールーム 木津川市州見台１丁目３１番地１ 

19 かもめ保育園 木津川市城山台７丁目４２番地４ 

20 なぎさ保育園 木津川市城山台７丁目４２番地６ 

21 おうち保育室 sora 木津川市梅美台６丁目１８番地４ 

22 おうち保育室にじ 木津川市城山台５丁目１８番地３ 

23 みのりるーむ たんぽぽ 木津川市城山台７丁目３番地２ 

24 みのりるーむ ひまわり 木津川市城山台７丁目３番地３ 

25 木津幼稚園 木津川市木津田中前３０番地 

26 相楽幼稚園 木津川市相楽清水１番地 

27 みかのはら幼稚園 木津川市州見台１丁目３１番地１ 

 

５ 紙おむつ等の利用予定枚数（令和８年７月～令和９年３月） 

（単位：枚） 

紙おむつ 

テープ 

タイプ 

Ｓサイズ １，０４８ 

Ｍサイズ ４，１９４ 

パンツ 

タイプ 

Ｓサイズ １，２４８ 

Ｍサイズ １０６，５２９ 

Ｌサイズ ２３５，５１５ 

ＢＩＧサイズ ９９，８５７ 

ＢＩＧよりも大きいサイズ ４４３ 

おしりふき   ５０８，８２３ 

 

６ 契約締結の方法 

   契約は、紙おむつ及びおしりふきの各規格１枚当たりの単価契約とする。 

 

７ 業務内容 

（１）注文受付 

・注文の受付は、原則としてメール又は受注者が用意する発注システム等に 

より行うこと。 

  ・注文の際には、保育所等が直接発注を行うこととし、配送時間及び配送場 

所については、保育所等と事前に調整すること。 

  ・誤注文を防ぐため、注文取り消し等の体制を整えておくこと。 



  ・緊急時には、可能な限り迅速に対応すること。 

  ・注文方法及び在庫管理は、保育士等の負担軽減に配慮し、工夫すること。 

  ・最小発注単位は、利便性が高まる内容で提示すること。 

（２）配送業務 

・注文を受け付けた場合は、指定時間までに指定場所に確実に配送できるよ

う、適切な配送体制を整えること。 

・配送方法について、施設により配送する車両の大きさに配慮し、駐車位置

を確認のうえ、各保育所等への配送を十分に行えるようにすること。 

・納入時は配送前に納品受領担当者を確認する等、保育士の負担軽減に配慮

すること。 

・納入場所について、個別対応が必要となった場合には保育所等と協議を行

い、対応すること。 

・過去の納品分の段ボールを回収すること。 

（３）業務報告 

・受注者は、保育所等に納入する紙おむつ及びおしりふきの量を把握し、毎

月の末日において算出した紙おむつ及びおしりふきの納入数を本市に報

告すること。 

 

８ 委託料の支払い 

（１）受注者は、毎月の末日において紙おむつ及びおしりふきの納入数を算出

し、委託料並びに消費税及び地方消費税を発注者に請求する。 

（２）発注者は、受注者から適正な請求書を受理したときは、その日から３０

日以内に支払うものとする。 

 

９ 一般事項 

（１）見積に際しては、紙おむつ及びおしりふき１枚あたりの単価を見積もる

こと。 

（２）見積金額には、紙おむつ等の発注・配送・納品・調整及び段ボール回収

等に係る一切の経費を含むものとする。 

（３）この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議のうえ、こ

れを定めるものとする。 

 

以 上 


